
　収入保険の対象者は「青色申告」を行ってい
る農業者（個人・法人）です。
　加入申請時に青色申告（簡易な方式を含む）
の実績が１年分あれば加入できます。
※加入申請時に白色申告では加入できません。

　農業者が保険期間に生産・販売する農産物の
販売収入全体が対象で、品目の限定は基本的に
ありません。また、簡易な加工品も補償の対象
となります。
　自然災害による収量減少による収入減少はも
ちろん、価格低下など農業者の経営努力では避
けられない収入減少も補償します。
※捨て作りや意図的な安売り等については補償
の対象外です。
※肉用牛､ 肉用子牛､ 肉豚、鶏卵は､ マルキン
等が措置されているので別立てにしていま
す。
※大災害等により、保険金の受取以前に資金が
必要な場合は、つなぎ資金を受けることがで
きます。

　次の図のような原因による
収入減少も補償の対象になり
ます。

　保険期間の収入が、基準収入（※ 1）の９割（補
償限度）を下回った場合に、下回った額の９割
（支払率）を補償します。（下図参照）
　 「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならな
い積立方式」の組合せができます。
　保険料には 50％、積立金には 75％、事務
費には 50％の国庫補助が行われます。
　自動車保険と同様に、保険金の受取実績に応
じて、翌年の保険料率が変動します。
　積立金は自分のお金なので、補てんに使われ
なければ、翌年へ持ち越されます。

『収入保険』のご案内
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な
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狭
山
」
問
題
は
部
落
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別
が
凝
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さ
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5
・
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と
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見
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よ
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さ
れ
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す
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部
落
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や
、
石
川
さ
ん
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独
力
で
教
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戻
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て
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
学
び
自
分

「人権擁護委員の日」をご存知ですか。
　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
　全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心として特
設の人権相談所を開設するなど、一層の人権尊重思想の普及・高揚に努めることとしています。
　山都町には、山都町長から推薦されて、法務局から委嘱を受けた７名の人権擁護委員がいます。
　　矢部地区　渡邊　加代子さん　　蘇陽地区　菅原　健二さん　　清和地区　上村　正則さん
　　　　　　　本田　松代さん　　　　　　　　井上　洋美さん　　　　　　　下田　俊朗さん
　　　　　　　井上　里己さん
※相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
　　　問合せ先　熊本県地方法務局人権擁護課　☎０９６－３６４－２１４５
　　　　　　　　役場福祉課　人権センター　　☎７２－２０３１

加入できるのは

補償の対象となるのは

収入減少の要因は

【お問い合わせ先】　NOSAI熊本 本所 収入保険課　☎0964-25-3202

加入できるのは

自然災害や鳥獣害などで
収量が下がった

市場価格が下がった

災害で作付不能
になった

倉庫が浸水して
売り物にならない

盗難や運搬中の
事故にあった

けがや病気で
収穫ができない

取引先が倒産した

輸出したが為替変動
で大損した
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